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令和３年８月３０日

建 設 緑 政局関係 議案資料

（その１）

議案第１２２号

川崎市雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標

識の設置に関する条例の一部を改正する条例

の制定について

建 設 緑 政 局



２

川崎市雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

１ 川崎市雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置に関する条例の趣旨 

特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年６月１１日法律第７７号）第３８条第

３項及び第４５条第１項の規定に基づき、雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識

の設置について必要事項を定めるもの。 

２ 改正概要 

特定都市河川浸水被害対策法の一部を改正する法律の制定（令和３年５月１０日

公布）により新たな条項が追加され、条数に変更が生じたことに伴い、法律を引用

する本市の条例について所要の整備を行うもの。

３ 施行期日 

この条例は、特定都市河川浸水被害対策法の一部を改正する法律（令和３年法律

第３１号）の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 
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川崎市雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 改正後 改正前 

○川崎市雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識

の設置に関する条例 

○川崎市雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識

の設置に関する条例 

平成24年12月14日条例第92号 平成24年12月14日条例第92号

（趣旨） 

第１条 この条例は、特定都市河川浸水被害対策

法（平成15年法律第77号。以下「法」という。）

第38条第３項及び第45条第１項の規定に基づき、

雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置に

ついて必要な事項を定めるものとする。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、特定都市河川浸水被害対策

法（平成15年法律第77号。以下「法」という。）

第17条第３項及び第24条第１項の規定に基づき、

雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置に

ついて必要な事項を定めるものとする。 

（用語の意義） （用語の意義） 

第２条（略） 

（雨水貯留浸透施設の標識の設置） 

第３条 雨水貯留浸透施設及びの標識には、次に掲

げる事項を明示するものとする。 

（１）～（５）（略） 

 (６) 雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれ

のある行為をしようとする者は、法第39条第１項

の規定に基づき、あらかじめ、市長の許可を要す

ること。 

２（略） 

（保全調整池の標識の設置） 

第４条 保全調整池の標識には、次に掲げる事項を

明示するものとする。 

（１）～（４）（略） 

(５) 保全調整池の機能を阻害するおそれのある

行為をしようとする者は、法第46条第１項の規定

に基づき、あらかじめ、市長に届出を要すること。

２（略） 

第２条（略） 

（雨水貯留浸透施設の標識の設置） 

第３条 雨水貯留浸透施設及びの標識には、次に掲

げる事項を明示するものとする。 

（１）～（５）（略） 

(６) 雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれ

のある行為をしようとする者は、法第18条第１項

の規定に基づき、あらかじめ、市長の許可を要す

ること。 

２（略） 

（保全調整池の標識の設置） 

第４条 保全調整池の標識には、次に掲げる事項を

明示するものとする。 

（１）～（４）（略） 

(５) 保全調整池の機能を阻害するおそれのある

行為をしようとする者は、法第25条第１項の規定

に基づき、あらかじめ、市長に届出を要すること。

２（略） 
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特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案新旧対照条文 

○ 特定都市河川浸水被害対策法（平成十五年六月十一日号外法律第七十七号）（抄）（第一条関係） 

新旧対照条文 

 改正後 改正前 

（工事完了の検査等） 

第三十八条 第三十条の許可を受けた者は、当該

許可に係る雨水浸透阻害行為に関する工事を完

了し、又は当該工事を廃止したときは、国土交通

省令で定めるところにより、その旨を都道府県

知事等に届け出なければならない。 

２～８（略） 

（雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれの

ある行為の許可） 

第三十九条 前条第二項の検査の結果第三十二条

の政令で定める技術的基準に適合すると認めら

れた雨水貯留浸透施設について、次に掲げる行

為をする者は、あらかじめ、都道府県知事等の許

可を受けなければならない。ただし、通常の管理

行為、軽易な行為その他の行為で政令で定める

もの及び非常災害のため必要な応急措置として

行う行為については、この限りでない。） 

一～四（略） 

２～５（略） 

（標識の設置等） 

第四十五条 都道府県知事等は、保全調整池を指

定したときは、国土交通省令で定める基準を参

酌して都道府県（当該保全調整池が指定都市等

の区域内にある場合にあっては、当該指定都市

等。次項において準用する第三十八条第六項か

ら第八項までにおいて同じ。）の条例で定めると

ころにより、次に掲げる土地又は建築物等に、保

全調整池が存する旨を表示した標識を設けなけ

ればならない。 

一・二（略） 

２（略） 

（行為の届出等） 

第四十六条 保全調整池について、次に掲げる行

為をしようとする者は、当該行為に着手する日

の三十日前までに、国土交通省令で定めるとこ

ろにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、

着手予定日その他国土交通省令で定める事項を

都道府県知事等に届け出なければならない。た

だし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為

で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な

応急措置として行う行為については、この限り

（工事完了の検査等） 

第十七条 第九条の許可を受けた者は、当該許

可に係る雨水浸透阻害行為に関する工事を完了

し、又は当該工事を廃止したときは、国土交通省

令で定めるところにより、その旨を都道府県知

事に届け出なければならない。 

２～８（略） 

（雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれの

ある行為の許可） 

第十八条 前条第二項の検査の結果第十一条の政

令で定める技術的基準に適合すると認められた

雨水貯留浸透施設について、次に掲げる行為を

しようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の

許可を受けなければならない。ただし、通常の管

理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定め

るもの及び非常災害のため必要な応急措置とし

て行う行為については、この限りでない。） 

一～四（略） 

２～５（略） 

（標識の設置等） 

第二十四条 都道府県知事は、保全調整池を指定

したときは、国土交通省令で定める基準を参酌

して都道府県（当該保全調整池が指定都市等の

区域内にある場合にあっては、当該指定都市等。

次項において準用する第十七条第六項から第八

項までにおいて同じ。）の条例で定めるところに

より、次に掲げる土地又は建築物等に、保全調整

池が存する旨を表示した標識を設けなければな

らない。 

一・二（略） 

２（略） 

（行為の届出等） 

第二十五条 保全調整池について、次に掲げる行

為をしようとする者は、当該行為に着手する日

の三十日前までに、国土交通省令で定めるとこ

ろにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、

着手予定日その他国土交通省令で定める事項を

都道府県知事に届け出なければならない。ただ

し、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で

政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応

急措置として行う行為については、この限りで
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でない。 

一～四（略） 

２～４（略） 

ない。 

一～四（略） 

２～４（略） 


